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鉱業法第３８条第１項の規定に基づく特定区域の指定について 

 

 

 鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第３８条第１項の規定に基づき下記のと

おり特定区域を指定する。 

 

記 

 

１．特定区域の所在地 

  陸域：沖縄県糸満市 

 

２．特定区域の面積 

   ７，４９４アール 

 

３．設定する鉱業権の種類及びその目的とする特定鉱物の名称 

（１）設定する鉱業権の種類 

   試掘権 

 

（２）目的とする特定鉱物の名称 

   可燃性天然ガス 

 

４．特定区域を表示する図面 

   別紙のとおり 



 

 

別 紙 

特定区域を表示する図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頂点 X座標(m) Y座標(m) 

1 ＋11731 ＋16016 

2 ＋11731 ＋16835 

3 ＋10816 ＋16835 

4 ＋10816 ＋16016 

 

平面直角座標系の系番号 第 15系（世界測地系座標値） 


